
集 団 健 診 の お 知 ら せ

山 田 公 民 館１ 1 月  4 日 （ 火 ） 総 合 保 健 福 祉 セ ン タ ー１ 1 月  ２ ９ 日 （ 土 ）

日  程 ・ 場  所

８ ： ３ ０  ～  １ １ ： ０ ０受 付 時 間 電 話 又 は 予 約 フ ォ ー ム予 約 方 法

受 診 券持 ち 物

※ 健 診 当 日 は 、 予 約 さ れ た 時 間 に お 越 し く だ さ い 。

※ 健 診 の ２ 週 間 前 ま で に ご 予 約 を い た だ い た 方 に は 、 問 診 票 ・ 受 診 の ご 案 内 ・ 検 査 キ ッ ト を お 送 り し ま す 。

お 問 い 合 わ せ ： 健 康 保 険 課  健 康 づ く り 係  ☎ 9 6 6 - 1 2 1 7

予 約

フ ォ ー  ム

子  宮  頸  が  ん ・ 乳  が  ん  検  診  の  お  知  ら  せ

子 宮 頸 が ん 検 診 ： ２ ０ 歳 以 上

乳 が ん 検 診 ： ４ ０ 歳 以 上

対 象 者

お 問 い 合 わ せ ： 健 康 保 険 課  健 康 づ く り 係  ☎ 9 6 6 - 1 2 1 7

予 約

フ ォ ー  ム

日 に ち 受 付 時 間場 所

山 田 公 民 館 1 3 ： ３ ０ ～ １ 4 ： 3 ０

 ８ ： ３ ０ ～ １ １ ： ０ ０総 合 保 健 福 祉 セ ン タ ー

お  問  い  合  わ  せ ： 健  康  保  険  課   ☎ 9 6 6 - 1 2 1 7

国 民 健 康 保 険 証 （ 資 格 確 認 書 ） の 切 り 替 え の お 知 ら せ  

１ 1 月 ２ ０ 日 （ 木 ）

１ 1 月  ２ ９ 日 （ 土 ）

合  同  相  談  の お  知 ら せ

お  問  い  合  わ  せ ： 総  務  課   ☎ 9 6 6 - 1 2 0 0

● 限 ら れ た 時 間 で 相 談 で き る よ う 、 あ ら か じ め 相 談 内 容 の 要 点 を ま と め て お い て く だ さ い 。

　 関 係 書 類 が あ る 場 合 は お 持 ち く だ さ い 。

● 新 た な 資 格 確 認 書 の 有 効 期 限 は 、 令 和 ８ 年 ７ 月 ３ １ 日 ま で と な っ て お り 、 今 後 は 毎 年 ７ 月 に 資

　 格 確 認 書 の 切 り 替 え を 行 い ま す 。 

予 約 開 始

相 談 内 容

場 所

日 時 １ 1  月 １ 2  日 （  水  ） １ ０ ： ０ ０  ～  １ ２ ： ０ ０  ／  １ ３ ： ０ ０  ～  １ ５ ： ０ ０  ※ 最 終 受 付 は １ ４ ： ３ ０

恩 納 村 役 場 3 階

法 律 上 の 困 り ご と や 暮 ら し の 中 の 困 り ご と 、 人 権 に 関 す る こ と な ど

１ 1 月 5 日 （ 水 ）  総 務 課 窓 口 又 は 電 話  ※ 初 め て 利 用 す る 方 を 優 先 し ま す 。

　 有 効 期 限 が 令 和 ７ 年 １ ２ 月 １ 日 ま で の 健 康 保 険 証 又 は 資 格 確 認 書 を お 持 ち の 方 へ 新 た な 有 効 期

限 の 資 格 確 認 書 を １ １ 月 に 送 付 し ま す 。 マ イ ナ 保 険 証 の 利 用 登 録 を 行 っ て い る 方 は 資 格 情 報 の お

知 ら せ を 送 付 し ま す 。 
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農 業 用 廃 プ ラ ス チ ッ ク の 収 集 処  理 の お 知 ら せ

お  問  い  合  わ  せ ： 農 林 水 産 課  ☎ 9 6 6 - 1 2 0 2

お  問  い  合  わ  せ ： 上 下 水 道 課  ☎ 9 6 6 - 1 1 9 8

お  問  い  合  わ  せ ： 福 祉 課  ☎ 9 6 6 - 1 2 0 7

● 詳 し く は お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。 

　 使 用 済 み の 農 業 用 廃 プ ラ ス チ ッ ク （ ビ ニ ー ル ハ ウ ス 、 マ ル チ 、 プ ラ ス チ ッ ク 鉢 な ど ） は 法 律

に よ り 農 業 者 に 対 し 産 業 廃 棄 物 と し て 適 正 な 処 理 を 行 う こ と が 義 務 づ け ら れ て い ま す 。 

　 恩 納 村 農 業 用 廃 プ ラ ス チ ッ ク 適 正 処 理 対 策 協 議 会 で は 、 下 記 の 日 程 で 搬 入 受 け 入 れ を 行

い ま す の で 、 処 理 を 依 頼 し た い 農 業 者 は 時 間 内 の 搬 入 を お 願 い し ま す 。 

　 恩 納 村 で は 物 価 高 騰 に よ り 影 響 を 受 け た 世 帯 及 び 事 業 所 等 の 経 済 的 負 担 を 軽 減 す る た

め 、 上 水 道 の 基 本 料 金 を 一 定 期 間 免 除 し ま す 。 申 請 は 不 要 で す 。

　 ６ ５ 歳 以 上 の 方 で 、 聴 力 の 低 下 に よ り 補 聴 器 が 必 要 と 認 め ら れ る 方 に 、 補 聴 器 購 入 費 の 一

部 を 助 成 し ま す 。 

次 回 予 定

場 所

日 時 1 1 月 2 0 日 （ 木 ） 、2 1 日 （ 金 ） 1 0 ： 0 0  ～ 1 2 ： 0 0  ／ 1 3 ： 0 0  ～ 1 6 ： 0 0

J A 山 田 集 出 荷 場 内 

免 除 期 間

助 成 対 象

免 除 さ れ る １ か 月 分 の 基 本 料 金 （ 税 込 み ） 

対 象 恩 納 村 と 直 接 給 水 契 約 を 結 ん で い る 上 水 道 利 用 者 
※ 官 公 署 及 び 下 水 道 料 金 は 対 象 外 で す 。

料 金 農 家 負 担 額 ： 2 8 円 / k g （ 恩 納 村 民 、 出 荷 団 体 所 属 の 場 合 ） 

住 所 や 出 荷 団 体 所 属 状 況 に よ っ て 負 担 額 は 異 な り ま す （ 4 8 円 ～ 8 5 円 ） 。

搬 入 日 に 処 理 す る 重 量 に 応 じ て 現 金 で お 支 払 い く だ さ い 。 

 第 ３ 回  令 和 ８ 年 ２ 月 ５ 日 （ 木 ） 、６ 日（ 金 ） 恩 納 村 リ サ イ ク ル セ ン タ ー

※ 塩 ビ パ イ プ な ど 補 助 対 象 外 は 全 額 農 家 負 担 と な り ま す 。 

令  和 ７ 年 度  上  水  道  基  本  料 金 の 免  除  期  間  延  長 の お  知 ら せ

恩 納 村 加 齢 性 難 聴 者 補 聴 器 購 入 費 の 助 成

令 和 ７ 年 ５ 月 （ 検 針 分 ） ～ 令 和 ７ 年 １ １ 月 （ 検 針 分 ） の ７ か 月 間 
※ 当 初 は 、 令 和 ７ 年 １ ０ 月 検 針 分 ま で の 免 除 予 定 で し た が 、 令 和 ７ 年 １ １ 月 検 針 分 ま で 延 長 と

な り ま し た 。  

1 ,5 0 7 円9 2 4 円

2 0 ㎜1 3 ㎜口 径

基 本 料 金 2 , 3 9 8 円

3 0 ㎜

2, 0 7 9 円

2 5 ㎜

4, 8 2 9 円

4 0 ㎜

7, 9 9 7 円

５ ０ ㎜

1 8, 1 5 0 円

７ ５ ～ １ ０ ０ ㎜

7 0, 1 2 5 円

1 5 0 ㎜

❶ 恩 納 村 に 住 所 を 有 し 、 実 際 に 居 住 し て お り 、 住 民 税 非 課 税 世 帯 の 方

❷ 耳 鼻 咽 喉 科 の 医 師 か ら 基 準 を 満 た す と 認 め ら れ る 方

※ 他 の 制 度 で 補 聴 器 の 補 助 ・ 交 付 を 受 け ら れ る 方 は 対 象 外 と な り ま す 。

助  成  額 補 聴 器 本 体 １ 台 分 の 購 入 費 と し て 、１ 人 ２ 万 ５ 千 円 を 上 限 と し ま す 。
※ 助 成 は 、 １ 人 １ 回 限 り と し 、 購 入 後 の 修 理 な ど は 対 象 と な り ま せ ん 。  

※ 村 の 助 成 決 定 前 に 購 入 し た 補 聴 器 は 対 象 と な り ま せ ん 。  
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